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国文化財の登録に係る答申について 
 
 標記の件について、下記の物件が、新たに登録すべき文化財として国の文化審議会か 
ら文部科学大臣に答申がなされる予定ですのでお知らせします。 
 また、このことについての市長コメントは別紙のとおりです。 
 
 

記 
 
     登録される登録有形文化財 
 

        〇堤内家
つつみうちけ

住宅
じゅうたく

主屋
お も や

    （先魁町） 

 

        〇堤内家
つつみうちけ

住宅門
じゅうたくもん

及び
お よ び

石塀
いしべい

 （先魁町） 

 
         敷地内に既登録１件［堤内家住宅亭］平成３１年３月２９日登録 
 
     備考 
       上記の登録により、島原市の登録有形文化財（建造物）は３７件と 
       なります。 
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 新聞 
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国文化財登録に係る島原市長のコメント 
 
 この度、国の文化審議会が、本市に所在する「堤内家住宅主屋」、 

「堤内家住宅門及び石塀」を新たに国の文化財に登録するよう文部

科学大臣に答申いたしました。 

 「堤内家住宅主屋」は、大正後期に建てられており、小部屋がず

れながら続く雁行型で、旧城下の歴史的な景観を構成する近代和風

住宅です。 

 「堤内家住宅門及び石塀」の、門については主屋と同じく大正後

期に建てられ、石塀は江戸後期のものと推定されています。 

 更に主屋の敷地内には、平成３１年に登録された「堤内家住宅亭」

があり、場所については島原城跡三ノ丸南東に位置しています。 

 来年、島原城築城 400 年を迎えるにあたり、今回の国文化財登録

は、現在、取り組んでいる島原城跡の国指定に向けても弾みがつく

ものと存じます。 

 市内には他にも歴史的な文化財が数多くありますので、引き続い

て保護・顕彰に努め、歴史と自然の豊かな城下町島原のまちづくり

に邁進してまいります。 

令和 5 年 11 月 24 日   

島原市長 古川 隆三郎 










